
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 電動GSE車両急速充電器購入 

 契 約 業 者 名 Ampure Charging Systems, Inc. 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第 ２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

電動GSE車両の多くは海外製であり、これらに充電可能な汎用性の高い充電器は、国

内外合わせてもAmpure Charging Systems, Inc.のPosiChargeのみであり、他に本仕様

を満たす機種がない。日本国内に当該充電器の販売権を有する業者がおらず、上記業者以

外から購入することができないため、随意契約を行うものである。 

担当部署 

（問合せ先） 

 

港湾局空港整備課  （電話番号951－5404） 

 


